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未移換者が資格喪失の翌月から６ヶ月以内に障害給付金（年金）を請求する場合は、企業型の運用指図

者として取扱います。資格喪失後に移換手続きを行わず、プラン脱退前に障害給付金（年金）を請求する場

合が該当します。まずは「運用指図者資格取得届（ID 20022）」を提出し、運用指図者となることが必要です。  

同時に障害給付金（年金）の受取り手続きを行ってください。 

 

（1）障害給付金（年金）を受給する場合 

資格喪失後に移換手続きを行わず、自動移換されるまで（資格喪失の翌月から６ヶ月以内）の間に高

度障害者となった場合には運用指図者として障害給付金を受取ることができます。 

 

事務手続きの流れ 

 
 

 

 

 

 事業主は未移換者に下記帳票を配布し、未移換者が記入・押印して

事業主へ提出します。 

帳   票 

「運用指図者資格取得届」（ID 20022） 

  

 

   

 

 

事業主は、記入・押印もれがないか確認のうえ、事業主欄に記入・押

印を行います。 

 

 

 

 

   

「裁定関係書類 企業型送付状（ID 40036）」を作成し、上記帳票とセッ

トして弊社宛に送付します。 

 

 

 

 

 

  

弊社にて所定の確認のうえ、ＮＲＫへ送付します。 

 

 

 

 

  ＮＲＫでは、対象者の運用指図者資格取得の手続きを行います。      

 

 第Ⅶ章  ３． 未移換者の運用指図者資格取得 

＜１.未移換者＞ 

運用指図者資格取得届

の受領、記入・押印 

＜２.事業主＞ 

記入内容の確認、 

記入・押印 

＜３.事業主＞ 

送付状の作成、送付 

＜４.弊社＞ 

確認及び送付 

＜５.ＮＲＫ＞ 

手続き 
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（２）障害給付金（一時金）を受給する場合 

運用指図者への変更手続きは不要です。通常の障害給付金（一時金）の裁定と同様です。（「第Ⅸ章

３．障害給付金の裁定請求」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続きは次項目で説明する自動移換にあたらないよう「資格喪失の翌月から６ヶ月以内」に行うことが

必要です。 

注意 
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帳票見本 運用指図者資格取得届（ID 20022） 

 

・・・赤枠内に記入・押印します 

記入者の住所・氏名等を記入します。

印鑑は朱肉印での押印が必要です。

認印でも結構です。 
運用指図者と記入者が異なる場合に 
記入します。 

運用指図者から見た運用指図者との 
続柄を記入します。 

印 
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